
孤独・孤立対策担当大臣より、児童のみなさんへのメッセージと、相談ホームページのアドレスが届き

ましたのでお伝えします。 

 

 

   

 

孤独・孤立対策ホームページ 

https://notalone-cas.go.jp/under18/ 

 

https://notalone-cas.go.jp/under18/

